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１ 東京都における防災上の課題 

(1) 防災面から見た東京の現状 

（大地震発生の切迫性と被害想定） 

文部科学省の地震調査研究推進本部によると、プレートの沈み込みに伴うマグニチ

ュード７クラスの首都直下地震が、今後 30年以内に 70％程度の確率で発生13すると予

測されています。 

また、東京都防災会議の首都直下地震等による東京の被害想定によると、建物被害

は、東京湾北部地震、多摩直下地震で想定した規模（M7.3）のいずれにおいても、区

部の木造住宅密集地域14を中心に発生し、人的被害のうち死亡の原因は、揺れによる

建物倒壊や地震火災を原因とするものが多いとされています。 

 

 

条
件 

規       模 東京湾北部地震ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3 多摩直下地震ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3 

時 期 及 び 時 刻  冬の朝５時 冬の夕方 18時 冬の朝５時 冬の夕方 18時 

風       速 ４ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 

人
的
被
害 

 死        者※１ 7,613 人 9,413 人 9,641 人 5,089 人 4,658 人 4,732 人 

原
因
別 

ゆれによる建物全壊 6,927 人 5,378 人 5,378 人 4,489 人 3,220 人 3,220 人 

地 震 火 災 504人 3,853 人 4,081 人 378人 1,229 人 1,302 人 

そ の 他 183人 183人 183人 222人 208人 208人 

物
的
被
害 

 建 物 被 害※２ 134,974棟 293,153棟 304,300棟 89,976棟 135,118棟 139,436棟 

原
因
別 

ゆれ液状化などによる 
建 物 全 壊 116,224棟 116,224棟 116,224棟 75,668棟 75,668棟 75,668棟 

地 震 火 災 19,842棟 189,406棟 201,249棟 14,711棟 61,323棟 65,770棟 

※１ 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。 

※２ ゆれ液状化等による建物全壊と地震火災の重複を除去しているため、原因別の被害の合算値とは一致しない。 

資料：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（2012（平成 24）年 東京都防災会議） 

 

 
13 2020（令和２）年１月、文部科学省の地震調査研究推進本部地震調査委員会が発表した海溝型地震の長期評

価によると、相模トラフ沿いの地震について、プレートの沈み込みに伴うM７程度の地震の発生確率は 30年以

内に 70％程度とされる。 
14 木造住宅密集地域：P.1-10参照 

 第１章 防災都市づくりの目標と考え方 
 

表 1-1 首都直下地震等による東京の被害想定（主な被害を抜粋） 
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（延焼遮断帯の形成状況） 

都は、これまでも本計画に基づき、延焼遮断帯15の軸となる都市計画道路等の整備

や沿道建築物の不燃化等に取り組んできました。その結果、広域的な観点から都市の

防災上の骨格的なネットワークを形成する骨格防災軸の 2017（平成 29）年における形

成率は 96％、全体の形成率は 2006（平成 18）年から 2017（平成 29）年までの間で 62％

から 67％に５ポイント増加しています。 

また、整備地域内における延焼遮断帯の形成率は、2017（平成 29）年で 65％となっ

ており、2006（平成 18）年の 58％と比較すると、11 年間で７ポイントの増加になっ

ています。 

 

 

区分 
延長 

(㎞) 

形成済 

(㎞) 

形成率 増加ﾎﾟｲﾝﾄ 

平成 18年※2 平成 26 年※3 平成 29 年※4 平成 18 年～平成 26 年 

骨 格 防 災 軸   537   516 93％ 95％ 96％ ３Ｐ 

 
河川を除く。 425 404 92％ 94％ 95％ ３Ｐ 

河川・高速道路を除く。 376 355 91％ 93％ 94％ ３Ｐ 

主 要 延 焼 遮 断 帯   312   210 61％ 64％ 67％ ６Ｐ 

一 般 延 焼 遮 断 帯   832   400 42％ 48％ 48％ ６Ｐ 

合計※５ 1,681 1,129 62％ 66％ 67％ ５Ｐ 

 

区分 
延長 

(㎞) 

形成済 

(㎞) 

形成率 増加ﾎﾟｲﾝﾄ 

平成 18年 平成 26 年 平成 29年 平成 18 年～平成 29 年 

整 備 地 域 289 190 58％ 62％ 65％ ７Ｐ 

11 重 点 整 備 地 域16 94 58 53％ 56％ 62％ ９Ｐ 

 

※１ 平成 18年、平成 26年については一般的な交差点間の距離を基にした約 800m間隔、平成 29年については延
焼遮断帯の形成状況をより詳細に把握するため、約 100mを判定単位として算出 

※２ 平成 18年の延焼遮断帯の形成率は、平成 18年土地利用現況調査（区部）及び平成 19年土地利用現況調査（多

摩）による沿道の不燃化率、東京都都市計画地理情報システム都市計画道路現況（平成 18年調査）による道路
の形成状況から算出 

※３ 平成 26年の延焼遮断帯の形成率は、平成 23年土地利用現況調査（区部）及び平成 24年土地利用現況調査（多

摩）による沿道の不燃化率並びに平成 27年３月時点の都市計画道路の整備状況から算出 
※４ 平成 29年の延焼遮断帯の形成率は、平成 28年土地利用現況調査（区部）及び平成 29年土地利用現況調査（多

摩）による沿道の不燃化率並びに平成 27年３月時点の都市計画道路の整備状況から算出 

※５ 端数処理の関係で合計等が一致しない場合がある。 

 
15 延焼遮断帯：地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市

施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援

活動時の輸送ネットワークなどの機能も担う。 
16 11重点整備地域：2010（平成 22）年改定の防災都市づくり推進計画で指定された重点整備地域 

表 1-2 延焼遮断帯の形成状況※1 
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図 1-2 2017（平成 29）年延焼遮断帯形成状況 

図 1-1 2006（平成 18）年延焼遮断帯形成状況 
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（整備地域等の不燃化の状況） 

不燃化特区制度の実施前においても、整備地域及び重点整備地域では、従来の東京

都防災密集地域総合整備事業17による道路・公園整備や老朽建築物の除却などの取組

を行ってきました。 

整備地域の不燃領域率18は、2013（平成 25）年度から開始した不燃化特区制度の実

績も上乗せされ、区部全体と比較すると、増加ポイントが高く、不燃化特区制度が、

整備地域全体の不燃領域率の向上に寄与しています。2016（平成 28）年時点で、延焼

が抑制される水準である不燃領域率 60％を超える約 62％まで改善しています。 

これまで、不燃領域率の状況については、整備地域全体の不燃領域率を基に不燃化

の進捗状況を確認してきましたが、地域の状況により差があるため、よりきめ細かな

状況把握を目的に、今後は、地域ごとに、目標である不燃領域率 70％の達成状況を確

認していきます。 

なお、2016（平成 28）年度時点では４か所の整備地域が 70％に到達しています。 
 

 

   

 

 不燃領域率（％） 増加ポイント 

平成 18年 平成 23年 平成 28年 平成 18～平成 23年 平成 23～平成 28年 

23 区 69.8% 70.4% 72.3% 0.6P 1.9Ｐ 

28整備地域 56.2%※１ 
58.4%※１ 

（２か所※２） 

61.9% 

（４か所※２） 
2.2P 3.5Ｐ 

53重点整備

地域 
― ― 56.1% ― ― 

※１ 2016（平成 28）年３月 防災都市づくり推進計画（改定）で指定した整備地域の範囲に基づき算出                 
※２ 不燃領域率 70%以上の地域数                     資料：各年土地利用現況調査 

 
17 東京都防災密集地域総合整備事業：避難路の周辺等に不燃空間を形成し、広域的な観点から都市の防災

上の骨格的ネットワークを形成する事業並びにそのネットワークに囲まれた老朽木造住宅等が密集地域

における公共施設の整備及び不燃空間の形成により総合的な防災都市づくりを推進するための事業 
18 不燃領域率：市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況か

ら算出し、不燃領域率が 70%を超えると市街地の焼失率はほぼゼロとなる。 

不燃領域率 ＝ 空地率 ＋（１－空地率／100）× 不燃化率（％） 

空地率：｛（S＋R）／T｝×100（％） 

S：短辺又は直径 10ｍ以上で、かつ、面積が 100㎡以上の水面、鉄道敷、公園、運動場、学校、

一団地の施設などの面積 

R：幅員６ｍ以上の道路面積 T：対象市街地面積 

不燃化率：（B／A）×100（％） 

B：耐火建築物等建築面積＋準耐火建築物等建築面積×0.8 

A：全建築物建築面積 

耐火建築物等：建築基準法第 53条第３項で規定する耐火建築物又はこれと同等以上の延焼

防止性能を有するものとして政令で定める建築物 

準耐火建築物等：建築基準法第 53条第３項で規定する準耐火建築物又はこれと同等以上の

延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物 

表 1-3 不燃領域率の状況 
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図 1-4 整備地域ごとの不燃領域率の状況 

図 1-3 整備地域の不燃領域率の状況 

特区実施以前の推移に基づく推計 

不
燃
領
域
率
（
％
） 

不
燃
領
域
率
（
％
） 

不燃化特区制度開始 

▼目標値 
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（避難場所の確保の状況） 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）では、区市町村長が必要があると認める

ときは、災害の種類ごとに指定緊急避難場所19を指定しなければならないとされてい

ます。各区市町村が策定する地域防災計画においても指定緊急避難場所等を位置付け

ています。 

都は、東京都震災対策条例（平成 12年東京都条例第 202号）に基づき、区部にて震

災時火災における避難場所（以下「避難場所20」という。）等の指定を行ってきました。 

避難場所については、最新の見直し（第８回（2018（平成 30）年６月））では、都

立公園等の整備、都営住宅など公営住宅の建替え、市街地再開発事業21などにより、

 
19 指定緊急避難場所：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所と

して、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が

指定する（災害対策基本法第 49 条の４）。 
20 避難場所：大地震に伴って発生し得る大規模な市街地火災のふく射熱に対して安全な面積が確保され、避難

者の安全性を著しく損なうおそれのある施設がない、公園、グラウンド、緑地、耐火建築群で囲まれた空地等

で、住民等が避難できる安全な場所。区部については、東京都震災対策条例に基づき知事が指定する。区部

において、213か所が指定されている（2018（平成 30）年６月指定）。 
21 市街地再開発事業：都市再開発法（昭和 44年法律第 38号）に基づき、細分化された土地を統合し、建築物と

公共施設とを一体的に整備することにより、木造住宅密集地域や住宅、店舗及び工場等が混在して環境の悪

化した市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする事業 
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図 1-5 重点整備地域ごとの不燃領域率の状況（2016（平成 28）年） 

▼目標値 
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213か所まで増加しています。 

また、避難場所周辺地域において、都市防災不燃化促進事業22や防災街区整備事業23

などを用いた不燃化の促進による避難有効面積の増大や、都立公園等のユニバーサル

デザイン24化とともに、災害時にも使えるトイレや照明灯など防災設備の積極的な整

備などにより、避難場所の安全性の向上にも取り組んでいます。 

避難道路25については、避難場所の増加に伴う避難距離の短縮化等により減少し、

最新の見直しでは、14系統 54.1㎞となり、今後も避難場所の増加に伴い減少してい

くと見込まれます。 

 

 

年度 指定見直し 避難場所 避難道路 

2008(平成20)年２月 第６回見直し 189か所 20系統 78.5㎞ 

2013(平成25)年５月 第７回見直し 197か所 14系統 54.1㎞ 

2018(平成30)年６月 第８回見直し 213か所 14系統 54.1㎞ 

※ 多摩部及び島しょ部においては市町村が避難場所を指定している。 

その数は、2018（平成 30）年 4月 1日時点で 1095か所 

                （出典：東京都地域防災計画震災編（2019（令和元）年修正）別冊①資料） 

 

  

 
22 都市防災不燃化促進事業：避難路の周辺等に不燃空間を形成し、広域的な観点から都市の防災上の骨格的

ネットワークを形成することにより、大規模な市街地火災によるふく射熱から避難者の安全を確保するとともに、

延焼を阻止するために、耐火建築物等の建築又は建築物の除却を行うものに対し、当該建築物の建築、除

却等に要する費用の一部を助成する事業 
23 防災街区整備事業:防災性と居住環境の向上を目指し、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、 

例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除

却し、 防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う都市計画事業 
24 ユニバーサルデザイン：年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、企画段階からできるだけ多くの人が利

用可能なように、利用者本位及び人間本位の考え方に立って検討及び整備することであり、その対象は、都

市施設にとどまらず、教育や文化、情報提供等に至るまで多岐にわたる。 
25 避難道路:住民を避難場所へ安全に避難させる道路。東京都震災対策条例に基づき、知事が指定する。避難

道路は、避難場所への距離がおおむね３㎞以上となる地域や火災による延焼の危険性が著しく高い地域を対

象に、幅員 15ｍ以上の道路を中心として主要な避難経路をあらかじめ指定する。 

表 1-4 避難場所、避難道路 
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避難有効面積26が１人当たり１㎡に満たない避難場所については、2013（平成 25）年の

１か所から 2018（平成 30）年にて０か所となり解消に至り、避難距離が３㎞を超える避難

圏域27は、2013（平成 25）年の３か所から 2018（平成 30）年にて２か所に減少しています。 

 

 

 

 

2008年 

（平成 20） 

（第６回見直し） 

2013年 

（平成 25） 

（第７回見直し） 

2018年 

（平成 30） 

（第８回見直し） 

避難有効面積が不足している避難場所 ３か所 １か所 ０か所 

避難距離が３㎞以上となる避難圏域数 ３か所 ３か所 ２か所 

 

地区内残留地区28については、最新の見直しでは 37地区、約 11,100haまで増加してい

ます。今後も、不燃化の進展に伴い増加していくと予想されます。 

 

 

年度 指定見直し 避難場所 面積 

2008(平成20)年２月 第６回見直し 33か所 約 9,000ha 

2013(平成25)年５月 第７回見直し 34か所 約 10,000ha 

2018(平成30)年６月 第８回見直し 37か所 約 11,100ha 

 

 

  

 
26 避難有効面積:震災時の市街地火災によるふく射熱の影響を考慮し、避難場所内の避難空間として利用可能

な部分の面積 
27 避難圏域:避難場所ごとに定められた避難対象地域。町丁目界や町内会等に配慮して地区の割当がされてい

る。 
28 地区内残留地区:地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても地区内に大規模な延焼火災のおそれ

がなく、広域的な避難を要しない地区。37か所、約 111㎢が指定されている（2018(平成 30)年６月指定）。 

表 1-5 避難有効面積が不足している避難場所等の状況 

表 1-6 地区内残留地区 
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（緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の状況） 

震災時の救急・救命活動や緊急支援物資の輸送等を担う緊急輸送道路29のうち、特

に沿道建築物の耐震化を図る必要がある特定緊急輸送道路30の沿道では、地震による

倒壊で道路閉塞を起こすおそれのある建築物が約 2,600棟存在します。 

 

 

建築物の種類 総数 
耐震性の有無 

耐震化率 
あり なし 

特定緊急輸送道路沿道の建築物 18,451棟 15,812棟 2,639棟 
85.7％ 

2019（令和元）年 6 月末時点 

一般緊急輸送道路沿道の建築物 24,447棟 19,492棟 4,955棟 

79.7％ 

2015（平成 27）年３月末 

時点の推計値 

 

  

 
29 緊急輸送道路:東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的

な道路並びにこれらの道路と知事が指定する拠点(指定拠点)とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡

する道路 
30 特定緊急輸送道路:東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（平成 23年東京都

条例第 36号）第７条に基づき、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路と

して指定した道路 

表 1-7 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状 
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(2) 木造住宅密集地域等を取り巻く現状 

木造住宅密集地域31は、戦後の復興期から高度経済成長期において東京へ人口や産

業が集中する中、都市基盤施設が十分整備されないまま、市街化及び高密化が進行し

たことなどにより、ＪＲ山手線外周部を中心に広範に形成されました。 

これらの地域の建築物は更新時期を迎えていますが、狭あい道路や行き止まり道路、

狭小敷地や無接道敷地が多いこと、権利関係が複雑なこと等によって、建替えが進み

にくい状況にあります。 

また、一部の地域では人口減少や高齢化の進行、建替え意欲の減退等により老朽木

造建築物の更新が進んでいない点も課題となっています。こうした地域の中には、住

宅戸数密度が引き続き高い地域もあり、空き家の増加も懸念されます。 

一方で、木造住宅密集地域ではない地域においても、不燃領域率が低いなど、防災

性の向上が必要な地域が存在します。 

さらに、多摩地域や区部西部を中心とした、農地を有し、防災性の維持・向上を図

るべき地域が存在します。こうした地域では、2022（令和４）年に生産緑地32の多く

が都市計画決定から 30年が経過し、農地等として管理すべき義務が解除される可能性

があることから、宅地への転用が見込まれています。生産緑地が無秩序に宅地化され

ると、住宅戸数密度の増加や不燃領域率の低下を招く場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 木造住宅密集地域内の状況 

 
31 木造住宅密集地域:本計画では、震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域として、

以下の各指標のいずれにも該当する地域（町丁目）を木造住宅密集地域として抽出（約 8,600ha） 

・昭和 55年以前の老朽木造建築物棟数率 30％以上 

・住宅戸数密度 55世帯／ha以上 

・住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く） 45世帯／ha以上 

・補正不燃領域率 60％未満 

  P.2-5,6参照 
32 生産緑地：生産緑地法（昭和 49年法律第 68号）に基づき、都市農地の計画的な保全を図るため、市

街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している農地

を都市計画に定めたもの。建築行為等を許可制により規制する。市街化区域農地は宅地と同等の課税

がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられている。 

道路が未整備のまま木造建築物が密集 昭和 50年代の老朽木造住宅が存在 
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(3) これまでの取組の成果と課題 

都における防災都市づくりは、都市防災施設基本計画（1981（昭和 56）年 東京都）

において、一定規模の市街地の外周を延焼遮断帯で囲み、市街地火災の延焼を防止す

る防災生活圏33の考え方が取り入れられ、その形成を目指し各種施策が展開されてき

ました。しかし、これらの施策は防災の観点からの計画の優先度が示されなかったた

め、それぞれの事業が計画的・体系的に実施されず、防災上の課題解決が進みにくい

状況にありました。 

また、阪神・淡路大震災を教訓とし、木造住宅密集地域における市街地の耐火性の

向上や防災の観点からの都市基盤施設の整備等が、重点課題になっていました。 

このため、整備目標、整備の優先度等を明確にした防災都市づくり推進計画を 1996

（平成８）年に策定し、その後、2004(平成 16)年、2010（平成 22）年、及び 2016（平

成 28）年には計画を改定し、延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機能確保、市街地の

不燃化、避難場所等の確保などに向けた取組を行ってきました。 

さらに、東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速させ

るため、「木密地域不燃化 10年プロジェクト34」を 2012(平成 24)年に立ち上げ、特別

な支援により不燃化を推進する不燃化特区制度の取組と、延焼遮断帯を形成する主要

な都市計画道路である特定整備路線の整備を一体的に進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 防災生活圏：延焼遮断帯に囲まれた圏域。火を出さない、もらわないという視点から、市街地を一定のブロック

に区切り、隣接するブロックへ火災が燃え広がらないようにすることで大規模な市街地火災を防止する。防災

生活圏は、日常の生活範囲を踏まえ、おおむね小学校区程度の広さの区域としている。 
34 木密地域不燃化 10 年プロジェクト:特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、延焼遮断帯の形成（特

定整備路線の整備）や市街地の不燃化促進（不燃化特区）などの 10年間の重点的・集中的な取組を実施し、

木造住宅密集地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目標としたプロジェクト 

（出典：「木密地域不燃化 10年プロジェクト」実施方針（2012（平成 24）年１月）を一部修正 

不燃化特区制度 

特に改善を必要としている地区について、特別な支援により不燃

化を推進 

 

 

特定整備路線の整備 

延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路について、関係権利者

への生活再建等のための特別な支援により整備を加速 

 
重ね合わせることにより、延焼遮断帯の形成と市街地の 

不燃化が一体的に促進され、より高い施策効果が発現 
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（不燃化特区制度） 

不燃化特区制度は、整備地域の中でも地域危険度35が高いなど、特に重点的、集中

的に改善を図るべき地区について、区から提案を受け、都が期間や地域を限定して、

老朽木造建築物の建替え・除却への助成や固定資産税等の減免措置など特別の支援を

行うものです。 

当制度を開始した 2013（平成 25）年４月以降 53地区を選定し、各地区において不

燃化への取組を進めてきました。 

 

（特定整備路線の整備） 

都は、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、災害時の延焼遮断

や避難路、緊急車両の通行路となるなど、地域の防災性向上に大きな効果が見込まれ

る都市計画道路を、「特定整備路線」として平成 24年度に選定しました。 

2015（平成 27）年３月までに、全 28区間、延長約 25㎞の事業に着手し、2019（令

和元）年 10月時点において、用地取得率が 47％、工事着手が 10区間（12か所）とな

っており、着実に進捗してきているものの、権利者の移転に係る合意形成等の課題が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 地域危険度：東京都震災対策条例に基づき、おおむね５年おきに実施している「地震に関する地域危険度測
定調査」において測定し、公表している指標。地震に起因する危険性を町丁目ごとに測定し、危険性の度合い

を５つのランクに分けて相対的に評価している。 

図 1-7 不燃化特区・特定整備路線位置図 
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(延焼遮断帯の形成) 

延焼遮断帯の形成に向けて、防災性の向上に寄与する都市計画道路の整備や、都市

計画道路の整備に併せた都市防災不燃化促進事業による沿道建築物の不燃化を促進

してきました。 

2017（平成 29）年時点で延焼遮断帯のうち、防災上の重要度が最も高い骨格防災軸

の形成率は 96％、整備地域内の延焼遮断帯の形成率は 65％となっており、更なる整備

を進めていくことが必要です。 

 

（緊急輸送道路の機能確保） 

2011（平成 23）年３月に東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する

条例を制定し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断を義務付ける

など、沿道建築物の耐震化について重点的かつ集中的に取り組んできました。 

震災時における緊急輸送道路の機能を確保できるよう、東京都耐震改修促進計画に

基づき、引き続き、重点的かつ集中的に耐震化を促進する必要があります。 

 

(市街地の整備等) 

整備地域では、東京都防災密集地域総合整備事業などにより、改善に取り組んでき

ました。整備地域全体の不燃領域率は、2016（平成 28）年時点で約 62％であり、延焼

が抑制される水準である不燃領域率 60％を上回っていますが、市街地の焼失率がほぼ

ゼロとなる不燃領域率 70％には達しておらず、更なる向上が必要です。不燃領域率は

主に建替えによって向上しますが、従前と同規模での再建築ができないことや、建築

基準法（昭和 25年法律第 201号）上の道路に接していない無接道敷地であることなど

の理由から建替えが進まないことが課題となっています。 

重点整備地域では、特に重点的、集中的に改善を図るため、2013（平成 25）年度に

不燃化特区制度を開始しました。不燃化特区制度は制度創設後も、具体的に取組を進

める区の意見や、住民の声なども取り入れることで制度を拡充し、不燃化の取組をよ

り一層加速させてきました。不燃化特区制度による助成実績も年々増え、不燃領域率

の向上に大きく寄与しており、今後もこの取組を継続させ、地域の実情や課題、社会

の動向等も踏まえながら、防災性の着実な向上を図る制度として活用していくことが

必要です。 

また、整備地域と併せて木造住宅密集地域についても建替え等による耐震化・不燃

化を促進することが必要です。 

市街化区域全体を見ると、木造住宅密集地域ではないものの、防災性の向上が必要

な地域や、将来、農地が無秩序に宅地化された場合に備えて、防災性の維持・向上を

図るべき地域が存在します。 
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また、避難場所等の確保については、2018（平成 30）年時点で２か所残存する、避

難距離が３kmを超える避難圏域の解消を図ることが必要です。 
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２ 防災都市づくりの目標像 

「未来の東京」戦略ビジョンや都市づくりのグランドデザインに基づき、高度な防災

都市の実現に向けて、延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機能確保、安全で良質な市街

地の形成及び避難場所等の確保を進めるとともに、個々の地域特性を生かし、創意工夫

を図りながら、安全で住み続けたくなるまちづくりを展開していくことが必要です。 

本計画では、防災都市づくりの目標像を定め、都民、民間事業者、行政の各主体がそ

の実現に向けて連携して取り組むこととします。 

 

【防災都市づくりの目標像】 

１ 延焼遮断帯が形成され、燃え広がらないまちが形成されている。 

・ 延焼遮断帯の軸となる都市計画道路の整備と沿道建築物の不燃化・耐震化が進み、延

焼遮断帯が形成されることで、震災時の延焼遮断機能に加え、避難経路、救援活動時の

輸送ネットワークなどが確保された安全なまちが形成されている。 

 

２ 緊急輸送道路の機能が確保され、防災上の広域道路ネットワークの形成とともに、倒

れないまちが実現している。 

・ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化及び緊急輸送道路の拡幅整備や無電柱化が進むこと

により、震災時の救急・救命活動や緊急支援物資の輸送ができる安全なルートが形成さ

れている。 

 

３ 整備地域では、住宅の不燃化・耐震化、防災生活道路36の整備、空地の確保等が進み、

安全で安心して暮らせる市街地が形成されている。 

・ 延焼遮断帯に囲まれた市街地では、住宅の建替え等により不燃化・耐震化が進み、緊

急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避難を可能とする防災上重要な防災生活道路

が整備され、安全な市街地が形成されている。 

・ 公園の整備や共同建替え等の取組により、防災上有効な空地の確保が進み、適切に管

理され、緑やコミュニティを育むオープンスペース等として活用されている。 

 

４ 整備地域以外の地域においては、防災性の維持・向上や良好な住環境の形成が図られ、 

安全で安心して暮らせる市街地が維持・形成されている。 

・ 木造住宅密集地域では、地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に

 
36 防災生活道路：延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避

難を可能とする防災上重要な道路 
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応じた防火規制等により、敷地の細分化防止や建築物の不燃化が図られ、安全で良好な

住環境が形成されている。 

・ 多摩地域や区部西部を中心とした、農地を有する住宅市街地においては、敷地の細分

化防止や建築物の不燃化に加え、保全された農地や緑地が延焼の遮断・遅延や避難の拠

点としての役割を担うことで防災性の維持・向上が図られるなど、農と住が調和した安

全な住環境が形成されている。 

 

５ 安全に避難できるまちの形成が進み、震災時にも落ち着いて行動できる市街地が実現

されている。 

・ 都立公園の整備、公共住宅の建替え、市街地再開発事業等の機会を捉えた指定拡大に

より、避難場所が確保されている。 

・ 避難場所周辺において、不燃化や道路・公園整備など防災まちづくりを進めることで、

避難場所及び避難場所への避難の安全性が向上している。 

・ 市街地の不燃化に伴い地区内残留地区が拡大することで、震災時に広域的な避難が必

要のない安全な市街地が増加している。 

 

６ 木造住宅密集地域の防災性の向上に併せて、地域の特性を生かした魅力的な街並みの

住宅市街地の形成が進んでいる。 

・ 不燃化・耐震化を進める中で、下町の持つ路地の風情や木造の良さを残すまちづくり

が誘導されるなど、歴史や文化といった地域の特性を感じることができるまちが形成さ

れている。 

・ 木造住宅密集地域においても、低層高密な市街地ならではのヒューマンスケールの街

並みをいかしながら、住宅の耐火性や避難経路、公園・広場を適切に確保し、街区レベ

ルでの防災性の向上を図り、更には消防水利の拡充を図るなど、高密度都市である東京

ならではの創意工夫による安全かつ魅力的な街並みの住宅市街地が形成されている。 

・ 木造住宅密集地域において地区計画37の策定、都営住宅等の建替えの際の創出用地の

活用、緑化や水辺の復活などにより、まちの資源を生かした潤いや個性のある住み続け

たくなるまちづくりが進められている。 

・ 街路樹や植樹帯、無電柱化の整備が進み、安全かつ緑豊かで良質な街並みの市街地が

形成されている。 

・ 道路整備や市街地の不燃化などに取り組む機会に、商店街などのにぎわいの創出や更

なる活性化にも配慮し、活気のあるまちが形成されている。 

 

 
37 地区計画: 都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や建築物の用途・形態

等について地区の特性に応じたきめ細かな規制を行う制度 
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３ 防災都市づくりの基本的な考え方 

災害に強い都市の実現のためには、自助、共助の二つの理念に立つ都民と、公助の役

割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を果たしながら防災都市づくりを進めてい

くことが必要です。 

個々の建築物の耐火性・耐震性の向上は、その所有者が自らの問題として主体的に取

り組むことを基本としつつ、行政は、以下の基本的な考え方に基づき、防災都市づくり

に取り組んでいきます。 

 

(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の機能確保 

延焼遮断帯の形成は、災害に強い都市構造を実現する上で重要であり、特にその軸

となる都市計画道路は、延焼遮断機能を発揮するとともに、緊急車両の通行や円滑な

救援・救助活動、安全な避難を行う上で、大変重要な役割を担っています。 

震災時の大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐとともに、円滑な避難、救援・

消火活動や復旧・復興活動を可能とするため、広域的な観点から都市の防災上のネッ

トワークを形成することが必要です。 

このため、骨格防災軸をはじめとして、市街地の延焼を遮断し、かつ、避難や救援

活動の空間ともなる延焼遮断帯の形成を進めるとともに、緊急輸送道路の拡幅整備や

沿道の建築物の耐震化を促進し、緊急輸送道路の機能確保を図っていきます。 

 

(2) 安全で良質な市街地の形成 

安全で良質な市街地を形成するため、防災生活道路等の基盤整備、建築物の不燃化・

耐震化、共同化、防災活動拠点の整備、計画的な土地利用などにより、市街地の状況

に応じた防災性の向上を図ることが必要です。 

また、これらは、被災後の復興まちづくりに関する合意形成の円滑化等を図る「事

前復興38」の観点からも重要です。 

このため、整備地域においては引き続き防災生活圏を基本的な単位として、防災の

観点から市街地整備の優先度を位置付け、地域の特性に応じて事業や規制・誘導策を

効果的に組み合わせ、展開していきます。 

また、木造住宅密集地域では地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地

状況に応じた防火規制を促進していくとともに、木造住宅密集地域ではないものの、

不燃領域率が低いなど防災性の向上が必要な地域については、必要に応じて、地区計

画の策定や防火規制の導入等を促し、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を図ってい

 
38 事前復興：復興時の課題解決に要する負担軽減や復興まちづくりに関する合意形成の円滑化を図るこ

と。具体的には、復興計画の検討に必要な条件整理や復興の将来像・目標像の検討、訓練の実施によ

る復興業務を迅速に進められる人材育成や体制づくり等の取組が挙げられる。 



 

 

 1-18 

 

 

 

 

第
１
章 

防
災
都
市
づ
く
り
の
目
標
と
考
え
方 

 

きます。 

さらに、農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域においては、農地を最大

限保全・活用していくとともに、やむを得ず宅地化される場合に備えて、必要に応じ

て、地区計画の策定や防火規制の導入等を促していきます。 

加えて、これらの取組に併せて、地域の特性を生かした魅力的な街並みの住宅市街

地への再生、緑化の促進などにも取り組んでいきます。 

 

(3) 避難場所等の確保 

大規模な市街地火災から都民の生命を守るため、避難場所を適切に確保しその安全

性を高める必要があります。 

このため、都立公園の整備、都営住宅など公共住宅の建替え、市街地再開発事業等

による空地を確保し、避難場所の新規指定・拡大を促進し、その安全性の向上や避難

距離の短縮化を図ります。あわせて、これまで周辺の不燃化が不十分などの理由で避

難場所の指定に至らなかった避難場所候補地においても、周辺の不燃化や公園・広場

の確保に取り組むことで避難場所としての新規指定を促進します。 

また、避難場所周辺及び避難場所につながる道路沿道の建築物の不燃化・耐震化、

避難場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震化、防災設備の整備、危険なブロッ

ク塀等の撤去等により避難時の安全性を確保していきます。 

さら 

 

に、市街地の不燃化等による安全な市街地の形成を促進して、地区内残留地区の要

件を満たすように整備された市街地は、避難場所等の定期的な見直しごとにその指定

を行っていきます。あわせて、地区内残留地区においても、建築物の建替えや耐震化、

危険なブロック塀等の撤去等により、滞在時の安全性向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-8 避難場所（公園の例） 
都立城北中央公園 

図 1-9 地区内残留地区 
赤坂一丁目地区 
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図 1-10 防災都市づくりのイメージ 


